
参考資料2：  

「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のため  

の指針」（老老発第0331003号老人保健課長通知）  
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老老発第0331003号  

平成18年3月31日  

都 道 府 県  

指 定 都 市  

中   核   市  

保健所設置市（区）  

老人保健主管部（局）長 殿  

厚生労働省老健局老人保健課  

「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」  

の一部改正について   

がん検診にういては、「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針について  

（平成10年3月31日老健第64号厚生省老人保健福祉局老人保健課長通知）」におい  

て、「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」（以下「がん検診指針」と  

いう。）をお示ししているところであるが、今般、がん検診指針の一部を別添新l口対照表  

のとおり改正し、平成18年4月1日から施行することとしたので、貴管内市区町村及び  

関係団体等に対し、周知方お願いする。  
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別 添  

がん予防主点健康教育及びがん検診実施のための指針新旧対照表  

改正前  改正後   

第1 目的  

がんは、わが国における総死亡の約3割を占めており、   

全がん死亡率は現在も増加傾向にある。一方、予防に関す   

る知識の普及や早期発見を通じて、がん予防が期待される   

ものも少なくないことから、がん予防重点健康教育及びが   

ん検診を実施し、がん死亡を減少させることを目標とす   

る。  

第2 がん予防重点健康教育  

1 重点課題   

がん予防重点健康教育の課題は、次のとおりとする。  

（り 子宮がん（子宮頚部がん及び子宮休部がんをいう。  

以下同じ。）予防健康教育  

（2） 肺がん予防健康教育  

（3） 乳がん予防健康教育  

（4） 大腸がん予防健康教育   

2 教育内容  

がん予防重点健康教育は、概ね次に掲げる事項に関して   

行うものとする。  

（1） 子宮がんに関する正しい知識及び活発な性活動と子  

宮頚部がんの関係の理解等について  

（2） 肺がんに関する正しい知識及び喫煙と肺がんとの関  

係の理解等について  

（3） 乳がんに関する正しい知識及び乳がんの自己触診の  

方法等について  

（4） 大腸がんに関する正しい知識及び食生活等と大腸が  

んとの関係の理解等について  

第1 目的  

がんは、わが国における総死亡の約3割を占めており、   

全がん死亡率は現在も増加傾向にある。一方、予防に関す   

る知識の普及や早期発見を通じて、がん予防が期待される   

ものも少なくないことから、がん予防重点健康教育及びが   

ん検診を実施し、がん死亡を減少させることを目標とす   

る。  

第2 がん予防重点健康教育  

1 重点課題   

がん予防重点健康教育の課題は、次のとおりとする。  

（り 子宮がん（子宮頚部がん及び子宮休部がんをいう。  

以下同じ。）予防健康教育  

（2） 肺がん予防健康教育  

（3） 乳がん予防健康教育  

（4） 大腸がん予防健康教育   

2 教育内容  

がん予防重点健康教育は、概ね次に掲げる事項に関して   

行うものとする。  

（1） 子宮がんに関する正しい知識及び活発な性活動と子  

宮頚部がんの関係の理解等について  

（2） 肺がんに関する正しい知識及び喫煙と肺がんとの関  

係の理解等について  

（3） 乳がんに関する正しい知識及び乳がんの自己触診の  

方法等について  

（4） 大腸がんに関する正しい知識及び食生活等と大腸が  

んとの関係の理解等について  
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3 その他の事項については、「保健事業実施要領の全部改   

正について」（平成12年3月31日老健第334号厚生省老人   

保健福祉局長通知）の別添「保健事業実施要領」の第3   

健康教育等に準ずるものとする。   

4 その他の留意事項  

（1） 子宮がん予防健康教育を行う場合にあっては、子宮  

頚部がんの多くに性感染症であるヒトパピローマウイ  

ルスが関与していることを踏まえ、必要に応じ、教育  

関係者や母子保健担当者とも連携を図る等、その効率  

的・効果的な実施に配慮すること。  

なお、エストロゲン単独投与を受けたことがある者  

等、子宮体がんのハイリスク者と考えられる者に対し  

ては、子宮体がんに羅患する可能性が高いことを説明  

した上で、今後不正性器出血等の臨床症状を認めた場  

合には速やかに専門医療機関を受診するよう指導する  

こと。  

（2） 肺がん予防健康教育を行う場合にあっては、肺がん  

検診の実施会場において同時に実施する等、他の事業  

との連携や対象者の利便に配慮すること。  

（3） 乳がん予防健康教育を行う場合にあっては、わが国  

での40歳代の女性に羅患率が高い状況を踏まえ、働  

く女性に対する健康教育を実施する産業保健とも緊密  

な連携を有した実施体制をとる等、その効率的・効果  

的な実施に配慮すること。また、30歳代の女性につ  

いては乳がん検診の対象とはなっていないが、乳がん  

羅患率が上昇傾向にあることを踏まえ、自己触診の重  

要性や異常がある場合の専門医療機関への早期受診等  

の指導を行うこと。  

（4） 大腸がん予防健康教育を行う場合にあっては、大腸  

がん予防の上で食生活改善等の一次予防と二次予防  

（検診）とが共に重要な役割を担う点を踏まえ、大腸  

がん検診と緊密な連携を有した実施体制をとる等、そ  

の効率的■効果的な実施に配慮すること。  

3 その他の事項については、「保健事業実施要領の全部改   

正について」く平成12年3月31日老健第334号厚生省老人   

保健福祉局長通知）の別添「保健事業実施要領」の第3   

健康教育等に準ずるものとする。   

4 その他の留意事項  

（1） 子宮がん予防健康教育を行う場合にあっては、子宮  

頚部がんの多くに性感染症の病原体の一つであるヒト  

パピローマウイルスが関与していることを踏まえ、必  

要に応じ、教育関係者や母子保健担当者とも連携を図る  

等、その効率的・効果的な実施に配慮すること。  

なお、エストロゲン単独投与を受けたことがある者  

等、子宮体がんのハイリスク者と考えられる者に対し  

ては、子宮体がんに羅患する可能性が高いことを説明  

した上で、今後不正性器出血等の臨床症状を認めた場  

合には速やかに専門医療機関を受診するよう指導する  

こと。  

（2） 肺がん予防健康教育を行う場合にあっては、肺がん  

検診の実施会場において同時に実施する等、他の事業  

との連携や対象者の利便に配慮すること。  

（3） 乳がん予防健康教育を行う場合にあっては、わが国  

での40歳代の女性に羅患率が高い状況を踏まえ、働  

く女性に対する健康教育を実施する産業保健とも緊密  

な連携を有した実施体制をとる等、その効率的・効果  

的な実施に配慮すること。また、30歳代の女性につ  

いては乳がん検診の対象とはなっていないが、乳がん  

確患率が上昇傾向にあることを踏まえ、自己触診の重  

要性や異常がある場合の専門医療機関への早期受診等  

の指導を行うこと。  

（4） 大腸がん予防健康教育を行う場合にあっては、大腸  

がん予防の上で食生活改善等の一次予防と二次予防  

（検診）とが共に重要な役割を担う点を踏まえ、大腸  

がん検診と緊密な連携を有した実施体制をとる等、そ  

の効率的・効果的な実施に配慮すること。  
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第3 がん検診  

1 総論  

（1） がん検診の種類  

がん検診の種類は、次の診査及び当該診査に基づく指  

導とする。   

ア 胃がん検診   

イ 子宮がん検診   

り 肺がん検診   
工 乳がん検診▲   

オ 大腸がん検診   

力 総合がん検診  

第3 がん検診  

1 総論  

（1） がん検診の種類  

がん検診の種類は、次の診査及び当該診査に基づく指  

導とする。   

ア 胃がん検診   

イ 子宮がん検診   

り 肺がん検診   

工 乳がん検診   

オ 大腸がん検診   

力 総合がん検診  

皿．桧診の稟施体制  

がん検診に必要な実施体制は、次のと串りである0   

ヱ がん検診に習熟した検診担当医、検診担当臨床棲壬   
技師が確保されていること。  

土 2から7までに示す、検査 項   

ているこ 

ヱ 検診室施市町村の所在する三  
整備が実施されと。  

結果の通知、記録の  

異に、生5  

が
【
が
】
て
 
 

穿
 
 
 

診 等管理指導協議会が設置されており十  

ん検診ごとの部会（胃がん部会、子宮がん  
ん部会、乳がん部会及び大腸がん部会）が設置され  

いること。   

各部会において本指針及び「健康診査管 理指導等  

実美施のための指針」に基づ〈がん検診の評価、指  

五 その他精度管理に関する事項が適切lこ実施されてい  

事が稟施されていること。  

るこL  
血 対象者   
ア 胃がん検診、肺がん検診及び大腸がん検診について   

は、当該市町村の区域内に居住地を有する40歳以上の  
者を対象とする。   

イ 乳がん検診については、当該市町村の区域内に居住   
地を有する40歳以上の女性を対象とする。   

り 子宮がん検診については、当該市町村の区域内に居  

」a 対象者  
ア 胃がん検診、肺がん検診及び大腸がん検診について   

は、当該市町村の区域内に居住地を有する40歳以上の  
者を対象とする。  

イ 乳がん検診については、当該市町村の区域内に居住   

地を有する40歳以上の女性を対象とする。  
り 子宮がん検診については、当該市町村の区域内に居  
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任地を有する20歳以上の女性を対象とする。   

エ 総合がん検診については、当該市町村の区域内に居   

住地を有する40歳及び50歳の者を対象とする。  

⊥迫 実施回数  
がん検診は、原則として同一人について年1回行う   

ものとする。ただし、乳がん検診及び子宮がん検診に  

ついては、原則として同一人について2年に1回行う   

ものとし、前年度受診しなかった者に対しては、積極   

的に受診勧奨を行うものとする。したがって、受診機  

会は必ず毎年度設けることとし、受診率については以  

下の算定式により算定するものとする。  

受診率＝（前年度の受診者数＋当該年度の受診者数）  

／（当該年度の対象者数＊）XlOO  

任地を有する20歳以上の女性を対象とする。   
工 総合がん検診については、当該市町村の区域内に居   

住地を有する40歳及び50歳の者を対象とする。  

（4） 実施回数  

がん検診は、原則として同一人について年1回行う   

ものとする。ただし、乳がん検診及び子宮がん検診に  

ついては、原則として同一人について2年に1回行う   

ものとし、前年度受診しなかった者に対しては、積極   

的に受診勧奨を行うものとする。したがって、受診機  

会は必ず毎年度設けることとし、受診率については以  

下の算定式により算定するものとする。  

受診率＝（前年度の受診者数）＋（当該年度の受診者数）  

1直行うがん検診の場合と同様の老兵  ＊対象竜  

三．星丘   

また、総合がん検診を行った者については、胃がん検  
診、子宮がん検診、肺がん検診、乳がん検診及び大腸  

がん検診は行うことを要しないものとする。   

－4 －  



王 記録の整備  
窃j捻j普墓乃  の後の受診状況の記録は＿ 診査の言   

土 生活習慣病検診等管理指導協諸余  

書管理指♯協議会 の各がん部会は、市  

町村における受 指導の実施状況に7いて把握し、広域  

的な見地から精検受診率を向上させるた㈱改  

2 胃がん検診  

（1） 目的  

胃がんは我が国のがんの中でも最も多くみられ、これ  

を早期に発見し治療に結び付けることは、がん予防対策  

上重要な課題であり、このため胃がん検診を実施し早期  

に発見することによって、がんの予防を図ることを目的  

とする。  

（2） 検診の実施  

検診項目は、問診及び胃部エックス線検査とする。   

ア 問診  

問診に当たっては、現在の病状、既往歴、家族歴、  

過去の検診の受診状況等を聴取する。   

イ 胃部エックス線検査  

（ア） 胃部エックス線検査においては、胃がんの疑いの  

ある者を効率的にスクリーニングする点を考慮し、  

原則として間接撮影とするが、地域の実情に応じ、  

直接撮影を用いて差し支えない。間接撮影は7×7  

m以上のフイルムを用い、撮影装置は被曝線量の低  

減を図るため、イメージ・インテンシフアイア方式  

が望ましい。  

（イ） 撮影枚数は最低7枚とする。  

（ウ）撮影の体位及び方法は日本消化器集団検診学会の  

方式によるものとする。   

（エ）造影剤の使用に当たっては、その濃度を適切に保  

つとともに、副作用等の事故に注意する。  

（3） 胃部エックス線写真読影  

2 胃がん検診  

（1） 目的  

胃がんは我が国のがんの中でも最も多くみられ、これ  

を早期に発見し治療に結び付けることは、がん予防対策  

上重要な課題であり、このため胃がん検診を実施し早期  

に発見することによって、がんの予防を図ることを目的  

とする。  

（2） 検診の実施  

検診項目は、問診及び胃部エックス線検査とする。   
ア 問診  

問診に当たっては、現在の病状、既往歴、家族歴、  

過去の検診の受診状況等を聴取する。   

イ 胃部エックス線検査  
（ア）胃部エックス線検査においては、胃がんの疑いの  

ある者を効率的にスクリーニングする点を考慮し、  

原則として間接撮影とするが、地域の実情に応じ、  

直接撮影を用いて差し支えない。間接撮影は7×7  
m以上のフイルムを用い、撮影装置は被曝線量の低  
減を図るため、Ⅰ．Ⅰ方式が望ましい。  

（イ）撮影枚数は最低7枚とする。  
（ウ）撮影の体位及び方法は日本消化器集団検診学会の  

方式によるものとする。   

（エ）造影剤の使用に当たっては、その濃度を適切に保  
つとともに、副作用等の事故に注意する。  

（3） 胃部エックス線写真読影  
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胃部エックス線写真の読影は、原則として十分な経験  

を有する2名以上の医師によって行うものとする。  

（4） 結果の通知  

検診の結果については、精密検査の必要性の有無を附  

し、受診者に速やかに通知する。  

（5） 記録の整備  

検診の記録は、氏名、年齢、住所、過去の検診受診状  

況、胃部エックス線写真の読影の結果、精密検査の必要  

性の有無等を記録するものとする。  

また、受診指導の記録を併せて整理するほか、必要に  

応じて個人票を作成し、治療の状況等を記録するものと  

する。  

（6）皇．立案施機関   

ア 皇量実施機関は、常に日本消化器集団検診学会の定  

めたところにより精度管理を行わなければならない。   

イ 胃部土ックス線写真は、少なくとも3年間保存しな  

ければならない。  

3 子宮がん検診  

（1） 目的  

子宮がんは早期治療を行えばほとんど治ゆすることか  

ら、早期発見は重要である。子宮がん検診は、子宮頚部  

及び休部に発生するがんを早期に発見するために行う。  

（2） 検診の実施  

検診項目は問診、視診、子宮頚部の細胞診及び内診と  

し、必要に応じてコルポスコープ検査を行う。  

問診の結果、最近6月以内に  

（ア）不正性器出血（一過性の少量の出血、閉経後出血  

等）  

（イ）月経異常（過多月経、不規則月経等）  

（ウ）褐色帯下  

のいずれかの症状を有していたことが判明した者に対し  

ては、子宮休部がんの有症状者である疑いがあるので、  

第一選択として、十分な安全管理のもとで多様な検査を  

実施することができる医療機関の受診を勧奨する。ただ  

胃部エックス線写真の読影は、原則として十分な経験  

を有する2名以上の医師によって行うものとする。  

（4） 結果の通知  

検診の結果については、精密検査の必要性の有無を附  

し、受診者に速やかに通知する。  

（5） 記録の整備  

検診の記録は、氏名、年齢、住所、過去の検診受診状  

況、胃部エックス線写真の読影の結果、精密検査の必要  

性の有無等を記録するものとする。  

また、受診指導の記録を併せて整理するほか、必要に  

応じて個人票を作成し、治療の状況等を記録するものと  

する。  

（6）崖．盈実施機関   

ア 盈盈実施機関は、常に日本消化器集団嘩診学会の定  

めたところにより精度管理を行わなければならない。   

イ 胃部エックス線写真は、少なくとも3年間保存しな  

ければならない。  

3 子宮がん検診  

（1） 目的  

子宮がんは早期治療を行えばほとんど治ゆすることか  

ら、早期発見は重要である。子宮がん検診は、子宮頚部  

及び休部に発生するがんを早期に発見するために行う。  

（2） 検診の実施  

検診項目は問診、視診、子宮頚部の細胞診及び内診と  

し、必要に応じてコルポスコープ検査を行う。  

問診の結果、最近6月以内に  

（7）不正性器出血（一過性の少量の出血、閉経後出血  

等）  

（イ）月経異常（過多月経、不規則月経等）  

（ウ）褐色帯下  

のいずれかの症状を有していたことが判明した者に対し  

ては、子宮休部がんの有症状看である疑いがあるので、  

第一選択として、十分な安全管理のもとで多様な検査を  

実施することができる医療機関の受診を勧奨する。ただ  
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し、引き統き子宮休部の細胞診（子宮内膜細胞診）を実   

施することについて本人が同意する場合には、子宮頚部   

がん検診に併せて引き続き子宮休部の細胞診を行う。   

ア 問診  

問診に当たっては、妊娠及び分娩歴、月経の状況、  

不正性器出血等の症状の有無J過去の検診受診状況等  

を聴取する。   

イ 視診  

膣鏡を挿入し、子宮頚部の状況を観察する。   

り 細胞採取の方法  

子宮頚部の細胞診については、子宮頚管及び膣部表   

面の全面擦過法、子宮休部の細胞診については吸引法  

又は擦過法によって検体を採取し、迅速に固定した後、  

パパニコロウ染色を行い顕微鏡下で観察する。   

エ 内診  

双合診を実施する。  

（3）子宮頚部及び子宮休部の細胞診の実施   

ア 検体の顕微鏡検査は、十分な経験を有する医師及び   

臨床検査技師を有する専門的検査機関において行う。  

この場合において、医師及び臨床検査技師は日本臨床  

細胞学会認定の細胞診専門医及び細胞検査士であるこ  

とが望ましい。   

イ 子宮頚部の細胞診の結果は、細胞診クラス分類  

（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲa、Ⅲb、Ⅳ、Ⅴ）によって分類し、精  

密検査の必要性の有無を決定し、速やかに検査を依頼  

した者に対し通知する。   

り 子宮休部の細胞診の結果は、「陰性」、「疑陽性」  

及び「陽性」に区分し、速やかに検査を依頼した者に  

対し通知する。   

し、引き続き子宮休部の細胞診（子宮内膜細胞診）を実   

施することについて本人が同意する場合には、子宮頚部   

がん検診に併せて引き続き子宮休部の細胞診を行う。   

ア 問診  

問診に当たっては、妊娠及び分娩歴、月経の状況、  

不正性器出血等の症状の有無、過去の検診受診状況等  

を聴取する。   

イ 視診  

膣鏡を挿入し、子宮頚部の状況を観察する。   

り 細胞採取の方法  

子宮頚部の細胞診については、子宮頚管及び膣部表   

面の全面擦過法、子宮休部の細胞診については吸引法  

又は擦過法によって検体を採取し、迅速に固定した後、  

パパニコロウ染色を行い顕微鏡下で観察する。   

エ 内診  

双合診を実施する。  

（3） 子宮頚部及び子宮休部の細胞診の実施   

ア 検体の顕微鏡検査は、十分な経験を有する医師及び  

臨床検査技師を有する専門的検査機関において行う。  

この場合において、医師及び臨床検査技師は日本臨床  

細胞学会認定の細胞診専門医及び細胞検査士であるこ  

とが望ましい。   

イ 子宮頚部の細胞診の結果は、細胞診クラス分類  

（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲa、Ⅲb、Ⅳ、Ⅴ）によって分類し、精  

密検査の必要性の有無を決定し、速やかに検査を依頼  

した者に対し通知する。   

り 子宮休部の細胞診の結果は、「陰性」、「疑陽性」   

及び「陽性」に区分し、速やかに検査を依頼した者に  

対し通知する。  
において少なく   エ 判定後の検体は、専門的検査機欄  

も3 年闇保存しなければならない。  

（4） 結果の通知  （4） 結果の通知  

子宮頚部の検診の結果については、精密検査の必要性   

の有無を附し、子宮休部の細胞診の結果については、子   

宮休部の細胞診の結果及びその他臨床症状等を総合的に  

子宮頚部の検診の結果については、精密検査の必要性  
の有無を附し、子宮休部の細胞診の結果については、子  

宮休部の細胞診の結果及びその他臨床症状等を総合的に   
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判断して、精密検査の必要性の有無を決定し、受診者に   

速やかに通知する。  

（5） 記録の整備  

検診の記録は、氏名、年齢、住所、過去の検診受診状   

況、子宮頚部及び子宮休部の細胞診の結果、子宮頚部及   

び子宮休部のそれぞれの精密検査の必要性の有無等を記   

録するものとする。  

また、受診指導の記録に合わせて整理するほか、必要   

に応じて個人票を作成し、治療の状況等を記録するもの   

とする。  

判断して、精密検査の必要性の有無を決定し、受診者に  

速やかに通知する。  

（5） 記録の整備 

検診の記録は、氏名、年齢、住所、過去の検診受診状   

況、子宮頚部及び子宮休部の細胞診の結果、子宮頚部及   

び子宮休部のそれぞれの精密検査の必要性の有無等を記   

録するものとする。  

また、受診指導の記録に合わせて整理するほか、必要   

に応じて個人票を作成し、治療の状況等を記録するもの  

とする。  

適切な方法及び精   

度管理の下に稟施することが不可欠であることから、市   

町村は、別紙ト1に示した「子宮がん検診のための点鱒  

蓑（市町村用）lを用い、当該点検表に記載された事項が  

ているか確認を行い、検診の実施状5  確稟に宴施され  

把握した上で、保健所、地域医師会卜検診実施機関等霹  

分協害毒を行い、地域にお【  の整備に  

めるものとするn   

また、生活習慣   診等管理指導協議会子宮がん部会  

法等の改善を行う こ  診婁施機関の；   

丘．L  
なお、子 宮がん検診における事業 評価の基本的な考元   

方は、「老人保健事業に基づく乳がん検診及び子宮がん   

における事業評価の手法について（がん検診に関す   

中間幸艮告（平成17年2月））」を参照すること。  

皿 且盈実施機関   

室施機関は、適切な方法及び精度管 理の下で子  

宮がん検診が円滑に実施されるよう、別紙1「2に示し  

J且」皇且実施機関   

ヱ 受託稟施牒鋸  細胞診を他の細胞診検査セン  

する場合、細胞診検査機関の細胞診専門医や  

細胞検査士等の人員や設備等を十分に把握し＿ 適切な  
機関を選ばなければならない∩   

た「子宮がん検診のための  

当該点検表に記 

れているか確認を行い、細   

1 

さ 

る   

び   は、子宮がんに  



有するものでなければならない。  

ユ 検診室施機関は、精密検査実施施設と連絡を   
精密検査緯真の把握に努めなければならない。  

工 検診実施機関は、検体及び検診結‡果を 少なく  は、少なくとも3年Ⅶ保存しなければならな   
土 革休   

土」  年闇保存しなければならない。  

五 検診実施機関は生活習慣病検診等草理指導協議会手   

書がん部会における検討結果を踏まえ、その指導又は   

助言に従い、実施方法等の改善に努めることとする。  

4 肺がん検診  

（1） 目的  

肺がんは、わが国のがんによる死亡の1位を占め、今   
後も増加傾向にあるものと予測されている。したがっ   

て、肺がんの予防はがん予防対策上重要な課題であり、   
その二次予防として、肺がんを早期に発見するために、  
肺がん検診を実施する。  

（2） 検診の実施  

検診項目は、問診、胸部エックス線検査及び喀療細胞   
診とする。噂癌細胞診は、問診の結果、医師が必要と認  

める者に対して行う。   

ア 問診  

問診に当たっては、喫煙歴及び血痕の有無は必ず聴  
取し、かつ、過去の検診受診状況等を聴取する。   

イ 胸部エックス線検査  
65歳未満を対象とする胸部エックス線検査は、肺  

がん検診に適格な胸部エックス線写真を撮影し、読影  

する。  

65歳以上を対象とする胸部エックス線検査は、結核  
予防法（昭和26年法律第96号）第4条第3項に規定す  
る定期の健康診断等において撮影された肺がん検診  

に適格な胸部エックス線写真を用いた読影とする。   

り 嗜癖採取の方法  
問診の結果、喀痍細胞診の対象とされた者に噂痍採  

4 肺がん検診  

（1） 目的  

肺がんは、わが国のがんによる死亡の1位を占め、今   

後も増加傾向にあるものと予測されている。したがっ  

て、肺がんの予防はがん予防対策上重要な課題であり、  

その二次予防として、肺がんを早期に発見するために、  

肺がん検診を実施する。  

（2） 検診の実施  

検診項目は、問診、胸部エックス線検査及び噂癌細胞   

診とする。嗜癖細胞診は、問診の結果、医師が必要と認  

める者に対して行う。   

ア 問診  

問診に当たっては、喫煙歴及び血痕の有無は必ず聴  

取し、かつ、過去の検診受診状況等を聴取する。   

イ 胸部エックス線検査  

65歳未満を対象とする胸部エックス線検査は、肺  

がん検診に適格な胸部エックス線写真を撮影し、読影  

する。  

65歳以上を対象とする胸部エックス線検査は、結核  

予防法（昭和26年法律第96号）第4条第3項に規定す  

る定期の健康診断等において撮影された肺がん検診  

に適格な胸部エックス線写真を用いた読影とする。   

り 嗜癖採取の方法  

問診の結果、嗜癖細胞診の対象とされた者に喀疲採  
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取容器を配布し、喀疲を採取する。曝痍は、起床時の   

早朝療を原則とし、最低3日の蓄痍又は3日の連続採  

痍とする。  

また、採取した喀疲（細胞）は、固定した後、パパ  

ニコロウ染色を行い顕微鏡下で観察する。  

（3） 胸部エックス線写真の読影方法  

胸部エックス線写真は、2名以上の医師（うち2名   

は、十分な経験を有すること）によって読影することと   

し、その結果に応じて過去に撮影した胸部エックス線写   

真と比較読影する。  

（4） 嗜癖細胞診の実施   

ア 検体の顕微鏡検査は、十分な経験を有する医師及び  

臨床検査技師を有する専門的検査機関において行う。  

この場合において、医師及び臨床検査技師は、日本臨  

床細胞学会認定の細胞診専門医及び細胞検査士である  

ことが望ましい。  

また、同一検体から作成された2枚以上のスライド  

は、2名以上の技師によりスクリーニングする。   

イ 専門的検査機関は、細胞診の結果について、速やか  

に検査を依頼した者に対し通知する。  

ユ 判定後の棲休は、＋門的検暮機関において少なくと  

も3年間保存しなければならない。  

（5） 結果の通知  

検診の結果については、問診、胸部エックス線写真の   

読影の結果及び嗜癖細胞診の結果を総合的に判断して、   

精密検査の必要性の有無を決定し、受診者に速やかに通   

知する。  

（6） 記録の整備  

検診の記録は、氏名、年齢、住所、過去の検診受診状   

況、胸部エックス線読影及び暗癌細胞診の結果、精密検   

査の必要性の有無等を記録するものとする。  

また、受診指導の記録を併せて整理するほか、必要に   

応じて個人票を作成し、医療機関における確定診断の結   

果、治療の状況等を記録するものとし、さらに、精密検   

査の結果がんと診断された者については、必ず個人票を   

取容器を配布し、嗜癖を採取する。喀疲は、起床時の   
早朝療を原則とし、最低3日の蓄疲又は3日の連続採  

痍とする。  

また、採取した曝痍（細胞）は、固定した後、パパ  

ニコロウ染色を行い顕微鏡下で観察する。  
（3）胸部エックス線写真の読影方法  

胸部エックス線写真は、2名以上の医師（うち2名   
は、十分な経験を有すること）によって読影することと   
し、その結果に応じて過去に撮影した胸部エックス線写   

真と比較読影する。  

（4） 嗜癖細胞診の実施   

ア 検体の顕微鏡検査は、十分な経験を有する医師及び   

臨床検査技師を有する専門的検査機関において行う。   
この場合において、医師及び臨床検査技師は二 日本臨   

床細胞学会認定の細胞診専門医及び細胞検査士である  

ことが望ましい。  

また、同一検体から作成された2枚以上のスライド  
は、2名以上の技師によりスクリーニングする。   

イ 専門的検査機関は、細胞診の結果について、速やか  
に検査を依頼した者に対し通知する。  

（5） 結果の通知  

検診の結果については、問診、胸部エックス線写真の  
読影の結果及び喀癌細胞診の結果を総合的に判断して 

精密検査の必要性の有無を決定し、受診者に速やかに通   

知する。  

（6） 記録の整備  

検診の記録は、氏名、年齢、住所、過去の検診受診状   

況、胸部エックス線読影及び喀痍細胞診の結果、精密検   

査の必要性の有無等を記録するものとする。  

また、受診指導の記録を併せて整理するほか、必要に   

応じて個人票を作成し、医療機関における確定診断の結   

果、治療の状況等を記録するものとし、さらに、精密検   
査の結果がんと診断された者については、必ず個人票を  
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作成し、組織型、臨床病期、治療の状況（切除の有無を   
含む。）等について記録するものとする。  

（7）皇且実施機関   

ア 皇丘実施機関は、細胞診を他の細胞診検査センター  

等に依頼する場合、細胞診検査機関の細胞診専門医や  
細胞検査士等の人員や設備等を十分に把撞し、適切な  

機関を選ばなければならない。   
イ 胸部エックス線写真や噂疲細胞診に係る検体及び検  

診結果は、少なくとも3年間保存しなければならない。  
ただし、65歳以上の対象者の胸部エックス線写真  

については結核健診の実施者において保存するものと  

する。  
⊥弘 検診の実施体制  

肺がん検診の実施に 
実施体制の整っていることを要件とする。  

J旦1肺がんの予防についての指導  
喫煙の肺がん発生に対する寄与率は高く、一次予防と  

しての喫煙等の指導及び肺がんに関する正しい知識等の   
啓発普及は極めて重要である。したがって、検診や肺が   
ん予防健康教育等の場を利用するとともに、必要な者に   

対しては喫煙者個別健康教育を実施し、禁煙についての   

教育・指導を推進する。一方、若年層に対しても、積極   
的に禁煙及び防煙に関する指導並びに肺がんに関する正  

しい知識等の啓発普及を図るよう努めるなど、防煙・禁   

煙・分煙にわたる、総合的なたばこ対策の推進を図るよ  

う努める。  

5 乳がん検診  

（1） 目的  

乳がんの羅患率及び死亡率は、年々増加している。乳   
がんは、早期に発見し、治療を行えば、予後は良好であ  

り、乳房の温存による生活の質の維持一向上が期待され  

る。乳がん検診は、乳房に発生するがんを早期に発見す  

るために実施する。  

（2） 検診の実施  

作成し、組織型、臨床病期、治療の状況（切除の有無を   
含む。）等について記録するものとする。  

（7）底．塗実施機関   

ア 塗．盈実施機関は、細胞診を他の細胞診検査センター  
等に依頼する場合、細胞診検査機関の細胞診専門医や   

細胞検査士等の人員や設備等を十分に把握し、適切な  
機関を選ばなければならない。   

イ 胸部エックス線写真や曝疲細胞診に係る検体及び検   

診結果は、少なくとも3年間保存しなければならない。  
ただし、65歳以上の対象者の胸部エックス線写真  

については結核健診の実施者において保存するものと  

する。  

⊥訟 肺がんの予防についての指導  

喫煙の肺がん発生に対する寄与率は高く、一次予防と  

しての喫煙等の指導及び肺がんに関する正しい知識等の   

啓発普及は極めて重要である。したがって、検診や肺が  

ん予防健康教育等の場を利用するとともに、必要な者に  

対しては喫煙者個別健康教育を実施し、禁煙についての   

教育・指導を推進する。一方、若年層に対しても、積極  

的に禁煙及び防煙に関する指導並びに肺がんに関する正  

しい知識等の啓発普及を図るよう努めるなど、防煙・禁  

煙・分煙にわたる、総合的なたばこ対策の推進を図るよ  

う努める。  

5 乳がん検診  

（1） 目的  

乳がんの羅患率及び死亡率は、年々増加している。乳   

がんは、早期に発見し、 

り、乳房の温存による生活の質の維持一向上が期待され  

る。乳がん検診は、乳房に発生するがんを早期に発見す  

るために実施する。  

（2） 検診の実施  
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検診項目は、問診、乳房エックス線検査（マンモグラ  

フイ）並びに視診及び触診（以下「視触診」という。）  

とする。乳房エックス線写真の読影と視触診は、両者を   

同時に実施することを原則とする。ただし、乳房エック   

ス線撮影装置を搭載した検診車による検診の場合や乳房   

エックス線写真の二重読影については、この限りではな  

い。   

ア 問診  

問診に当たっては、乳がんの家族歴、既往歴、月経  

及び妊娠等に関する事項、乳房の状態、過去の検診受  

診状況等を聴取する。   

イ 視診  

乳房、乳房皮膚、乳頭及び腋嵩の状況を観察する。   
り 触診  

乳房、乳頭及びリンパ節の触診を行う。   

工 乳房事ツクス線検査   

（ア） 別紙に規定する基準に適合した実施機関におい  

て、両側乳房について、内外斜位方向撮影を行う。   

（イ） 40歳以上50歳未満の対象者については、（ア）にお  

ける内外斜位方向撮影とともに、頭尾方向撮影も併  

せて行う。   

（ウ） 乳房エックス線写真の読影は、適切な読影環境の  

下において、、ニ圭読影（うち1名は十分な経験を有  

する医師であること）により行う。  

（3） 結果の通知  

検診の結果については、問診、乳房エックス線検査及   

び視触診の結果を総合的に判断して、精密検査の必要性   

の有無を決定し、受診者に速やかに通知する。  

（4）記録の整備  

検診の記録は、氏名、年齢、住所、過去の検診受診状   

況、乳房エックス線検査及び視触診の結果、精密検査の   

必要性の有無等を記録するものとする。  

また、受診指導の記録を合わせて整理するほか、必要   

に応じて個人票を作成し、医療機関における確定診断の   

結果、治療の状況等を記録するものとする。   

検診項目は、問診、乳房エックス線検査（マンモグラ  

フイ）並びに視診及び触診（以下「視触診」という。）  

とする。乳房エックス線写真の読影と視触診は、両者を   

同時に実施することを原則とする。ただし、乳房エック   

ス線撮影装置を搭載した検診車による検診の場合や乳房   

エックス線写真の二重読影については、この限りではな  

い。   

ア 問診  

問診に当たっては、乳がんの家族歴、既往歴、月経  

及び妊娠等に関する事項、乳房の状態、過去の検診受  

診状況等を聴取する。   

イ 視診  

乳房、乳房皮膚、乳頭及び腋憲の状況を観察する。   
り 触診  

乳房、乳頭及びリンパ節の触診を行う。   

エ 乳房エックス線検査   

（7） 別紙に規定する基準に適合した実施機関におい  

て、両側乳房について、内外斜位方向撮影を行う。   

（イ） 40歳以上50歳未満の対象者については、（ア）にお  

ける内外斜位方向撮影とともに、頭尾方向撮影も併  

せて行う。   

（ウ） 乳房エックス線写真の読影は、適切な読影環境の  

下において、ニ重読影（うち1名は十分な経験を有  

する医師であること）により行う。  

（3） 結果の通知  

検診の結果については、問診、乳房エックス線検査及   

び視触診の結果を総合的に判断して、精密検査の必要性   

の有無を決定し、受診者に速やかに通知する。  

（4） 記録の整備  

検診の記録は、氏名、年齢、住所、過去の検診受診状   

況、乳房エックス線検査及び視触診の結果、精密検査の   

必要性の有無等を記録するものとする。  

また、受診指導の記録を合わせて整理するほか、必要   

に応じて個人票を作成し、医療機関における確定診断の   

結果、治療の状況等を記録するものとする。  
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乳房エックス線写土は、少なくとも3年Ⅶ保存しなけ   

ればならない。  

J且L 検診の実施休刊  

の実施に当たっては、＃度管理等の検診の   
実施体制の整っていることを事件とするL  

鱒に、乳房エックス且検査については、適切な方法及   

び精度管理の下に実施することが不可欠であることか   

阜、市町村は、保健所、地域医師会一受託実施機関等関 
軍と十分協議を行い∴地址における実施体制の亜傭に努   

ゆるものとする。  

また、都道府県に設置され「⊂いる成人病検診管理  

鱒協議会乳がん部会は、検診が適切な方法及び＃産管   

理の下で円汁に実施されるよう、広域的な見地から地域   
医師会、受託実施機関、＃密接重機関幕閣使者と調整を  

行う。  

止L 検診の事業評価  

実施に当たっては、特に、乳吉エックス   

線検査については、適切な方法及び楕卿施   

することが不可欠であることから、柵1  

に示した「乳がん検診のための点糾   

い、当該点検表に記載された事項が確実に実施されてい  

か確認を行い、検診の実‡施状況を把握した  ÷
、
柑
 
 
 

所、地域医師会、検診実施機関≡  

い、地域における実施体制の整   

また、生活習侶脚  

に
－
出
㍍
 
 

のとするn  

．がん部会に  

言に基づき  

行うことと   

；ける榛討結果を踏ま貞  

≧診実施機関の選定や裏  
の
■
法
 
 

且■＿  

評価㈱え方  

は、「老人保健事業に基づく乳がん検碑   

診における＋稟 評価の手法について（がん検診に関する   

撞討会中間報告（平成17年2月））」㈱ここと。  
⊥迫 検診実施機関   

エックス線捜査を行う  

び精度抑苧Lが  
ト別湖沼予：＝こ示した：「辛  

がん検診のための点検表（検診美肌  
が確榔 記載された事項 ‾⊂しヽる  

乳房エックス線写真の舶等  

の精度管理に努めることとする。   
⊥ 検診実施機関は、乳がんに関する正確な知旛及び技  

するものでなければならなし㌧   

ユ  実施機関は、精密検査実施施設と連絡を とり、  

精密検査得票の把握に努めなければならない。   

ェ  機関は、乳房エックス線写真及び検 診絵  

果を少なくとも3卿ならない。   

土 検診実施機関は生活習慣点検診専管理指♯協議会乳  
がん部会における検討結果を踏まえ、その指導又は助  
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